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今 の ーは ース で の
ル の ー で 会 事

の 生に ました。 生は
の 員の ル ルス に

の 業 ー して れ
てい し いま 。 の は、 ル

の 、 に 、 金に
、 に 、 ク

に 、 事 し 話
し ました。 して、
れ れ し した しい に

スク し、 ル に
て に

れました。 生は で しい話し
は

い で
の

で た
の

ました。

ー　 て たい のた の し い 税
ー ー に、税 長　 　 生 し、
税 、 について 話し ました。

の 税 については、 の 、
税の に ま 、 今 の について
、 また、 に の ク につい

て ました。 に た税 の で 、
て の は に れてい し いました。

に の ー後 、 生に れ ま
した。 に 話 い

ました。

ア ス の 田 生は 、
業 合 で 官 れ、

の に の 生で 。 今
は ク ー で ア し、 ク ー
は のでは 、 し れ

の につ ので 、
の事 て の
ました。 田 生は、 ク ー は で

て ま 、 ク ー の
して の について い

た 、 にはク ー の 生
に ました。 ク ー は

して しい のでは ま 、
                                      て
                                      で れ
                                      ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 に に
                                      れてい し いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　 した。

今 事業 の
ー に、 会 事 税部部長

生に ました。 生は、
ス で れてい

の で、 税 わ 、 の い
して 事業 の

しました。 は、 、
の 、 税 の

、 事業 の れ の 、 に の
についてまで 事 に

ました。 は の予 で の い
し いました 、 れた は に

れて 、 い の いて ま 。

氏

会

平成 26 年 ４11
17:00 ～ 19:00

会

かしこい相続税相続税相続税相続税 対策セミナー
12 ４ 13:30

 ～ 16:30
会

氏

ケース別で学ぶ

　 　　

トラブル
トラブル職場の　　　  防止法職場の　　　  防止法

変える

7

１ ２２月 日 木）平成２７年日 時

会 場

氏

１３：３０～１６：３０

【講師】

氏

す 会

川島 紀之

相続対策
事業承継

【日時】平成 27 年２月５日（木）
            　　　  14：30 ～ 16：00

【会場】朝日信用金庫西町ビル７階

講 師
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平成 2 年 2 月 4 日 ( 田

部長

今 の会員 の
について話し合われました。

会
地地

平成26年 12 月 2 日 0 日  町会

長 長

会

平成 2 年 12 月 2 日 0 日 東上野 町会 平成 2 年 1 月 1 日 ( 神社 平成 2 年 2 月 14 日 ( 地 神社

地

長

して、 の
の で いました。

に て の
に た に いました。

に い、
には しました。

、 、 の
に で いました。

、 で
の 会員 しました。

平成 2 年 12 月 24 日 2 日  関ビル

長

平成 2 年 2 月 15 日 ( 日 場

今 た の し、 つ たて
の で し ました。

平成 2 年 12 月 21 日 日） 公

長会

い 、 は
、 わ していました。

平成 2 年 1 月 18 日 ( 日 町会会 前

長会

に ま して
まで しい しました。

平成 2 年 12 月 2 日 ( 会

田 長

の の ーア
ジ いました。

平成 2 年 2 月 8 日 ( 日 会 金 神社

長

に た 会員 に
しました。

会 部長上野地 会

平成 2 年 2 月 15 日 ( 日 イビー ル

の まで い
して い い ていました。

平成 2 年 2 月 1 日 ( 日 東上野

長

まで の
し、 つ たての ました。

会

上野

長

上野
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1

　 で 会
の本間 会 の

会 会
野 平 東 上野

ま た
東 上野 の

ます

　 会（ 会 ）
で す 「
き 」 台東

区
ま た 年 会
「

」で

で ま た 会

会　 の

本間

野 平会

　会

公益社団法人上野法人会 女性部会
税に関する絵はがきコンクール

会会

平成 27 年 2 月 16 日（月）
　　  　10：50 ～ 11：35

平成 27 年 1 月 20 日（火）
　　　 10：45 ～ 11：30

平成 27 年 1 月 17 日（土）
　　　　9：45 ～ 10：30

会 会
は の

の に に
に しました 会 員の の
に の の

内 の を ました

▲常見部会長

　役員会では、 税金ジュニアスクール、 今後

の事業予定について話し合われました。

会

[ と　き ] 平成 26 年 11 月 18 日 火）13：30 ～
[ ところ ] 日 ７
[講　 ] 東 上野 法人

の を して

会会

会

生田調査官 ▲

▲常見部会長
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会 会

な 会
上

会 な

会 会

会 会

1 「 す き 」
2 「 の 会」
3 「 」
4 法 「法人会
　　　　　　　（ 会）」

　　 上の ま た

会

会

会

18：00～

会 会

会
会会

吉
田
女
性
部
会
長

～新入部会員紹介～

年 年 会 4 の 会 の
頂きま た

ミニジャズライブミニジャズライブミニジャズライブギター＆ボーカル　Duo

鶴丸はるか 安部一城＆

ビンゴゲーム

な 会

会

上野 会 会

東 上野 小林 秀一  署長
上野

会

上野 会 会
会 上野

上野
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　社会 の と の 公平

公 な社会 す こと と 社会
ます 平成28年1月 野で

法 など す こ

の す こと ます

人 法人 T で す
で ま

　 T す どお です

法人税の申告
平成28年1月1日 に する

年度に るもの 番号を

消費税の申告
平成28年1月1日 に する課
税期間に るもの 番号を

税・間 税の申告 平成28年1月 番号を

法定
平成28年1月 の金 の
に るもの 番号を

申 ・
平成28年1月 に するもの

番号を

税税務務署署かかららののおお知知ららせせ

社社会会保保障障・・税税番番号号制制度度(( イイ ーー制制度度))のの

法法人人番番号号のの制制度度 (( 定定・・ ))にに いいてて

税税務務関関 のの番番号号のの 時時期期にに いいてて

　 国税 長 が法人 に１３ の法人番号を 定します。

平成2 年10月 法人の 上の所 地に法人番号な を
    した の 付を する 定です。

法人 の の ます
　 法人の 店 法人 ま

法人 法人
の法人 上の た

　 ます
　 法人 本店 の の な

の本店 ますので く
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地方消費税額
約１７８万円

地方消費税額
約５４万円

地方消費税額
約５４万円

地方消費税額
約５４万円

消費税額
２００万円

消費税額
２００万円

消費税額
２００万円

中間１回目 中間２回目 中間３回目 確定申告

消費税額
６６０万円

地方消費税額
５０万円

地方消費税額
５０万円

地方消費税額
５０万円

地方消費税額
５０万円

消費税額

２００万円

消費税額

２００万円

消費税額

２００万円

消費税額

２００万円

中間１回目 中間２回目 中間３回目 確定申告

【 間：平 25. 4. 1～平 26. 3.31】                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1,000  

に   750  

の    250  

  

         1,600  

 に   762  

   

   800 3/12 200  

 の  

  200 17/63  54  

は 254 3  

の  

  1,600 762  

838  

社社会会保保障障・・税税番番号号制制度度のの詳詳細細ややおお問問いい合合わわせせはは

社会
     http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html  

-- --
     30 17 30

社会 問

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

社会

法人
 

法人

国税局・税務署

計画的な納税資金の準備を

３３月月決決算算法法人人のの中中間間申申告告・・納納付付ののイイメメーージジ

消消費費税税率率のの引引上上げげにに伴伴うう
中中間間申申告告・・納納付付額額にに関関すするる留留意意点点

　 消費税率の改定直後においては今後申告する

課税期間が消費税率８％の期間であっても、中

間申告・納付額が直前の消費税率５％に対応す

る金額であるため、確定申告時には、その差額

に対応する消費税額を申告・納付する場合があ

りますので、納税資金の準備をお願いします。

【 間：平 26. 4. 1～平 27. 3.31】 

( の の た した )  

■平成２７年３月発行　　■発行人　広報委員会　委員長　古茂田隆文　　■発行所　公益社団法人上野法人会

　(〒110-0015　台東区東上野1-2-1　朝日信用金庫西町ビル５階　ＴＥＬ5818-1151　ＦＡＸ5818-1141）

表紙　≪神楽殿≫   撮影：須賀広報委員  



首都圏総合支社
〒160－0023　東京都新宿区西新宿1－23－7　新宿ファーストウエストビル17階

AF法推-2014-0033-1502022　8月26日

上野法人会
公益社団法人

参加無料 どなたでも参加頂けます

菊地幸夫
き　く　ち　　ゆ　き　お

弁護士

第 4回　通常総会

上野法人会
公益社団法人

講演会

平成２７年５月２６日（火）
16：00 ～ 17：20

東天紅
3F「鳳凰の間」上野本店

東天紅
3F「鳳凰の間」上野本店

台東区池之端 1－4－1　TEL　3828－5111

【と　き】

【ところ】

平成２７年５月２６日（火）

（懇親会費　5,000 円）

会員の皆様には別途往復ハガキにてご案内をいたします

[ と　き ] [ ところ ]

総　会　17：30 ～

懇親会　19：00 ～

氏

身近な法律問題




